
2010年 10月 20日 
お客様各位 

株式会社 成和化成 
薬事管理課 

加水分解コムギ末を含有する医薬部外品・化粧品の使用上の注意事項等に関するご案内 

2010年 10月 15日付け，厚生労働省 医薬食品局 安全対策課長・審査管理課長通知 

（薬食安発 1015第 2号・薬食審査発 1015第 13号） 

『加水分解コムギ末を含有する医薬部外品・化粧品の使用上の注意事項等について』 

 
に関します弊社の見解は下記のとおりです。 

記 

弊社取扱いの小麦由来成分を含有する医薬部外品及び化粧品については，今回の通知に対して，

次の 2 項目の理由により既に対応済みと判断でき，薬事法の下，業界自主基準に則って製造販売する
限り，新たに注意喚起を行う必要はないものと考えます。 

 
1. 化粧品は，既に薬事法による管理のもと，全成分表示が導入されており，また使用時の注意喚起

に類する説明書きも盛り込まれているため，新たに追加記載の必要がないこと。 
2. 一方で，医薬部外品は，法律上の成分表示義務はないが，日本化粧品工業連合会をはじめとす

る関連業界団体の自主基準に基づき，全成分表示を既に導入していること。 
以上 
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